
 

大田市告示第５号 

 

大田市農林水産業県単独事業補助金交付要綱（平成３０年大田市告示第

１４７号）の一部を次のように改正する。 

 

令和６年１月２４日 

大田市長 楫 野 弘 和   

 

第２条第１号中「島根県農地集積・集約化対策事業費補助金交付要綱」

を「島根県農地集積・集約化等対策事業費補助金交付要綱」に改め、同条

第２号中「令和２年４月２２日付け産支第２６号」を「令和５年４月２４

日付け産支第４９号」に改める。 

 

附 則 

この告示は、令和６年１月２４日から施行し、令和５年４月２４日から

適用する。 


